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	補助対象事業
	個人
	区・捕獲隊・生産組合
	認定農業者

	電気柵
	・設置、材料購入経費の2／3以内
・上限10万円
	・左記補助対象事業の経費の全額
・上限70万円
	・設置、材料購入経費の4／5以内
・上限　1集落当たり70万円

	電気柵以外の柵
（金網、防護ネット等）
	・設置、材料購入経費の1／2以内
・上限5万円
	
	

	爆音器他、鳥獣対策に有効と認められるもの
	・設置、材料購入経費の1／2以内
・上限5万円
※機器の場合、購入額または合計が3万円以上
	
	

	電気柵維持管理等
	
	※区等が当補助金で購入した電気柵については対象外
	・設置、撤去、草刈を区に委託した場合の経費の4／5以内
・上限　作業1時間当たり1,200円
※当補助金を利用せず購入した電気柵も対象とする。

	緩衝帯整備
	・下刈り等に係る委託料、草刈機本体以外の消耗品の購入費、燃料費の1／2以内
・上限5万円
※10a当たり4万円以内
	・下刈り等に係る委託料、草刈機本体以外の消耗品の購入費、燃料費の全額
・上限40万円
※10a当たり4万円以内
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